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条 例

　北海道保健福祉部手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　平成26年３月28日

北海道知事　高　橋　はるみ
北海道条例第27号
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　北海道立診療所条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　平成26年３月28日

北海道知事　高　橋　はるみ
北海道条例第28号

　北海道立看護学院等看護職員課程修学資金貸付条例及び北海道看護職員養成修
学資金貸付条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　平成26年３月28日

北海道知事　高　橋　はるみ
北海道条例第29号
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　北海道立看護学院条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　平成26年３月28日

北海道知事　高　橋　はるみ
北海道条例第30号

　北海道病院事業条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　平成26年３月28日

北海道知事　高　橋　はるみ
北海道条例第31号

　北海道保健所条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　平成26年３月28日

北海道知事　高　橋　はるみ
北海道条例第32号

　北海道立衛生研究所条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　平成26年３月28日

北海道知事　高　橋　はるみ
北海道条例第33号

　北海道後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例をここに公布
する。
　　平成26年３月28日

北海道知事　高　橋　はるみ
北海道条例第34号
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